
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

建

設

業

法

に

基

づ

く

行

政

処

分

に

係

る

聴

聞

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

担

当

課

（

室

）

の

完

了

目

次

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

告

示

】

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

用

度

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

〃

〃

○

〃

〃

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

〃

〃

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

〃

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

漁

業

共

済

加

入

区

の

設

定

水

産

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

漁

業

共

済

加

入

区

の

漁

業

の

区

分

の

変

更

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

○

収

用

及

び

使

用

の

手

続

開

始

の

申

立

て

監

理

課

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

〃

〃

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

〃

○

〃

〃

○

肥

料

の

登

録

農

産

課

○

肥

料

の

登

録

の

有

効

期

間

の

更

新

〃

○

肥

料

の

登

録

の

失

効

〃

○

肥

料

の

登

録

の

変

更

〃

岡

山

県

公

報

平成２７年１月１６日 第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

就
労
移
行
支
援
事
業
所
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
大
富
四
一
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
大
富
四
一
九

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
一
七
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
加
賀

２

所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
一
〇
五
三

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



一
般
社
団
法
人
ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
加
賀

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
一
〇
五
三

五

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
九
〇
〇
二
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
井

「

原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
岡

「

山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
井

「

原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

井
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
井

「

原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
百
五
条
第

。

一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
係
る
区
域
及
び
区
分
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

漁

業

の

区

分

加
入
区

区

域

の
名
称

下
西
加

下
西
漁
業
協

一

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業

入
区

同
組
合
の
地

二

主
と
し
て
さ
し
網
漁
業
を
営
む
漁
業

区

三

主
と
し
て
つ
ぼ
な
わ
漁
業
を
営
む
漁
業

四

小
型
定
置
網
漁
業
を
営
む
漁
業

五

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
前
各
号
以
外
の

漁
業

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
九
号

（

）

。

平
成
四
年
岡
山
県
告
示
第
百
一
号

漁
業
共
済
加
入
区
の
設
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
中
「
四

小
型
定
置
網
漁
業
を
営
む
漁
業

」
を

「
四

小
型
定
置
網
漁
業
を
営
む
漁
業
又
は
小
型
定
置
網
漁
業
及
び

さ
し
網
漁
業
、
建
網
漁
業
若
し
く
は
つ
ぼ
な
わ
漁
業
を
営
む
漁

に
改
め
る
。

業

」

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

収
用
及
び
使
用
の
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

岡
山
県

二

事
業
の
種
類

主
要
地
方
道
六
十
二
号
玉
野
福
田
線
道
路
改
築
工
事
（
岡
山
県
倉
敷
市
児
島
由
加
字
児
之
池
地
内

か
ら
同
市
児
島
由
加
字
光
輪
坊
地
内
ま
で
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
市
道
及
び
普
通
河
川
付
替
工
事

三

収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
由
加
字
児
之
池
、
字
児
ノ
池
、
字
化
粧
嵶
、
字
磨
、
字
長
谷
、
字
榎
之
等
及

び
字
榎
ノ
等
地
内

四

使
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
由
加
字
児
之
池
、
字
児
ノ
池
、
字
磨
、
字
長
谷
、
字
榎
之
等
及
び
字
榎
ノ
等

地
内

五

手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所

倉
敷
市
役
所
児
島
支
所

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

幸
地
崎
（
Ｂ
）
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
岡
山
市
東
区
大
字
幸
地
崎
町
一
一
九
七
番

一
号

〃

〃

〃

〃

一
一
九
四
番
二

二
号

〃

〃

〃

〃

一
二
二
四
番
二

三
号

〃

〃

〃

〃

一
四
三
七
番
一

四
号

〃

〃

〃

〃

一
二
三
九
番
地
先
道
路
敷

五
号

〃

〃

〃

〃

一
一
八
四
番

六
号

〃

〃

〃

〃

一
一
八
二
番
一

七
号

〃

〃

〃

〃

一
二
三
三
番
地
先
道
路
敷

八
号

〃

〃

〃

〃

一
二
三
二
番
二

九
号

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



〔
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
き
ら
め
き
広
場

三

代
表
者
の
氏
名

奥
津
一
冨
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
哲
西
町
矢
田
三
六
〇
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
、
行
政
、
企
業
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
新
し
く
良
質
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
生
活
環
境
の
向
上
を
図
り
、

潤
い
と
喜
び
を
持
っ
て
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
と
豊
か
で
活
力
あ
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



〔
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
両
手

三

代
表
者
の
氏
名

森
本

和
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
清
音
三
因
九
八
七
番
地
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
（
児
）
に
対
し
て
、
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
に
よ
る
外
出
支
援
（
身
体
介
護
型
、

見
守
り
型

、
身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
障
害
者
（
児
）
に
対
す
る
グ
ル
ー
プ
外
出
支
援
を
行
う
こ
と

）

に
よ
り
障
害
者
（
児
）
の
人
権
の
尊
重
と
社
会
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



〔
一
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
児
島
ふ
れ
あ
い
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

鷺
原

龍
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
児
島
稗
田
町
五
四
七
番
地
一
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

、

、

こ
の
法
人
は

主
に
倉
敷
市
児
島
地
区
の
住
民
に
対
し
て

あ
ら
ゆ
る
人
々
の
人
権
が
尊
重
さ
れ

心
豊
か
な
生
活
が
送
ら
れ
る
よ
う
、
啓
発
・
社
会
教
育
及
び
交
流
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
並
び
に

文
化
、
教
育
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
一
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
村
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

藤
井

裕
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
真
殿
三
〇
〇
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
を
最
大
の
資
本
と
考
え
、
地
域
活
性
化
を
担
う
人
材
の
育
成
、
山
村
地
域
へ
の

若
者
の
居
住
促
進
、
地
域
外
人
材
と
地
域
住
民
と
の
協
同
に
よ
る
空
家
等
地
域
資
源
の
活
用
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
創
出
と
山
村
に
お
け
る
雇
用
拡
充
、
外
部
人
材
と
地

域
住
民
一
体
と
な
っ
た
山
間
部
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
一
二
〕
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
を
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

登

録

年

月

日

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

ニ
ュ
ー
果
穂
里

窒

素

全

量

七
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

エ
ム
シ
ー
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
コ
ム
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

第
一
一
三
〇

り

ん

酸

全

量

四
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
一
〇
番
地

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り
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〔
一
三
〕
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

更

新

年

月

日

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

魚
の
ぼ
か
し

窒

素

全

量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

千
代
田
肥
糧
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
七
月
八
日

第
一
〇
五
八

り

ん

酸

全

量

四
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

愛
知
県
名
古
屋
市
港
区
藤
前
二
丁
目
二
〇
一
番

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

五

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

石
灰
質
肥
料

ア

ル

カ

リ

分

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

有
限
会
社
岩
倉

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

第
一
〇
五
六

有
害
成
分
の
最
大

大
阪
府
藤
井
寺
市
川
北
三
丁
目
一
番
四
号

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

ニ
ュ
ー
勇
気
満
点
５
号

窒

素

全

量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

日
本
有
機
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
七

第
一
〇
二
三

り

ん

酸

全

量

四
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
岡
山
市
北
区
青
江
一
丁
目
四
番
一
六
号

日

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

消
石
灰

７
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

共
栄
ジ
ャ
パ
ン
有
限
会
社

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
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第
一
〇
九
〇

愛
知
県
清
須
市
須
ヶ
口
三
二
四
番
地
の
一

号岡

山

県

消
石
灰

７
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

日
本
バ
イ
オ
化
学
工
業
有
限
会
社

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

第
一
〇
九
二

神
奈
川
県
川
崎
市
宮
前
区
神
木
二
丁
目
六
番
二

号

〇
号

岡

山

県

消
石
灰

７
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

南
星
産
業
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

第
一
〇
九
四

奈
良
県
大
和
郡
山
市
発
志
院
町
三
七
八
番
地

号岡

山

県

消
石
灰

７
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

シ
ー
シ
ー
エ
フ
ジ
ャ
パ
ン
有
限
会
社

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

第
一
〇
九
五

愛
知
県
岡
崎
市
市
場
町
字
東
町
一
三
番
地

号岡

山

県

生
石
灰

８
０
・
０
生
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

八
〇
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
カ
ル
フ
ァ
イ
ン

平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日

第
八
三
四
号

岡
山
県
高
梁
市
松
原
通
二
一
一
一
番
地
三

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

う
ら
べ
粉
状
石
灰
質
肥
料

ア

ル

カ

リ

分

四
六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

卜
部
産
業
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六

第
九
二
四
号

有
害
成
分
の
最
大

広
島
県
福
山
市
新
浜
町
一
丁
目
五
番
一
五
番

日

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥

発
酵
鶏
糞

窒

素

全

量

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る

有
限
会
社
ア
グ
ミ
ッ
ク
初
岡

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
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第
一
〇
六
一

料

り

ん

酸

全

量

五
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
真
庭
市
富
尾
七
五
五
番
地

号

加

里

全

量

三
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

魚
か
す
粉
末

魚
荒
粕
粉
末
７
号

窒

素

全

量

七
・
〇

該
当
な
し

小
山
物
産
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

第
八
〇
五
号

り

ん

酸

全

量

七
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

岡

山

県

魚
か
す
粉
末

魚
荒
粕
粉
末
８
６
号

窒

素

全

量

八
・
〇

該
当
な
し

小
山
物
産
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

第
八
六
八
号

り

ん

酸

全

量

六
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

粒
状
副
産
苦
土
石
灰
１
号

ア

ル

カ

リ

分

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

米
田
産
業
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二

第
八
七
一
号

く

溶

性

苦

土

二
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
備
前
市
浦
伊
部
一
一
八
四
番
地
の
二
八

日

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

粒
状
副
産
苦
土
石
灰
２
号

ア

ル

カ

リ

分

四
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

米
田
産
業
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二

第
八
七
二
号

く

溶

性

苦

土

一
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
備
前
市
浦
伊
部
一
一
八
四
番
地
の
二
八

日

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

な
た
ね
油
か
す
及
び

な
た
ね
油
粕
ペ
レ
ッ
ト

窒

素

全

量

五
・
三

該
当
な
し

マ
ル
ハ
製
肥
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七

第
一
〇
二
五

そ
の
粉
末

り

ん

酸

全

量

二
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

日
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号

加

里

全

量

一
・
〇

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

魚
有
機

窒

素

全

量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

高
栄
農
産
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
一
月
六
日

第
九
七
五
号

り

ん

酸

全

量

六
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

栃
木
県
宇
都
宮
市
海
道
町
二
七
二
番
地

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

消
石
灰

６
０
・
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

六
〇
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
木
綿
屋

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

第
八
一
七
号

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四

八
日

－

九
〇
〇
号

岡

山

県

消
石
灰

６
５
・
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

六
五
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
木
綿
屋

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

第
八
一
八
号

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四

八
日

－

九
〇
〇
号

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

有
機
入
り
菜
園
８
号

窒

素

全

量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

日
本
有
機
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八

第
一
〇
六
三

り

ん

酸

全

量

八
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
岡
山
市
北
区
青
江
一
丁
目
四
番
一
六
号

日

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

液
状
混
合
有
機
質
肥
料
５
１

窒

素

全

量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

株
式
会
社
ア
ミ
ノ
ー
ル
化
学
研
究
所

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十

第
一
一
一
四

１

り

ん

酸

全

量

一
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
江
戸
町
九
八
番
地
一

四
日

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の
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制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り
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〔
一
四
〕
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

失

効

年

月

日

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

Ｃ
Ｃ
Ｆ
ユ
ー
キ
１
号

窒

素

全

量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

シ
ー
シ
ー
エ
フ
ジ
ャ
パ
ン
有
限
会
社

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

第
一
一
〇
二

り

ん

酸

全

量

二
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

愛
知
県
岡
崎
市
市
場
町
字
東
町
一
三
番
地

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お
り
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〔
一
五
〕
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

変

更

事

項

変

更

前

変

更

後

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

石
灰
肥
料
広
畑
１
号

生
産
業
者
の
名
称

広
鉱
技
建
株
式
会
社

日
鉄
住
金
ス
ラ
グ
製
品
株
式
会
社

第
一
一
二
〇

号
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〔
一
六
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
聴
聞
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

聴
聞
の
件
名

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

二

当
事
者
の
商
号
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

１

商
号

株
式
会
社
橋
本
芳
花
園

２

代
表
者
の
氏
名

高
光

直
美

３

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

井
原
市
芳
井
町
花
滝
二
五
五
四

一

－

４

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
四
）
第
一
〇
三
四
五
号

－

５

許
可
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
七
日

三

聴
聞
の
期
日

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら

四

聴
聞
の
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
六
階
収
用
委
員
会
室
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〔
一
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

、

、

、

、

、

津
山
市
二
宮
字
狐
峪
七
九
三

二

七
九
四

一

七
九
五

二

七
九
六

一

七
九
六

二

－
－

－
－

－

七
九
六

六
、
七
九
六

七
、
七
九
六

八
、
七
九
六

九
、
七
九
六

一
〇
、
七
九
六

一
一
、

－
－

－
－

－
－

七
九
六

一
二
、
七
九
六

一
三
、
七
九
六

一
四
、
七
九
六

一
五
、
七
九
六

一
六
、
七
九
六

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

－
－

－
－

－
－

一
七

七
九
六

一
八

七
九
六

一
九

七
九
六

二
〇

七
九
六

二
一

七
九
六

二
二

七
九
六

二
三
、
七
九
六

二
四
、
七
九
六

二
五
、
七
九
六

二
六
、
七
九
六

二
七
、
七
九
六

－
－

－
－

－

二
八
、
七
九
六

二
九
、
七
九
六

三
〇
、
七
九
六

三
一
、
七
九
六

三
二
、
七
九
九
、
八
〇

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

－

〇

一
、
八
〇
〇

三
、
八
〇
一

二
、
八
一
七

一
、
八
一
七

二
、
八
一
七

三
、
八
一
七

四
、
八
一
七

五
、
八
一
八
、
八
一
九
、
八
二
〇

一
、
八
二
〇

二
、
八
二
〇

三
、
八
二
一
、

－
－

－
－

八
二
二

一
、
八
二
二

二
、
八
二
二

三
、
八
二
三
、
八
二
四
、
八
二
五
、
八
二
七

一
、
八
二

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

七

四
、
八
二
七

五
、
八
二
七

六
、
八
二
七

七
、
八
三
七

一
、
八
三
七

二
、
八
三
七

三
、
八
三
八

一
、
八
三
八

二
、
八
三
八

三
、
七
九
六

三
の
一
部
、
八
二
六

三
の
一
部
、

－
－

－
－

－

八
二
一
地
先
か
ら
八
二
〇

二
地
先
道
、
八
〇
三
地
先
か
ら
八
〇
二

二
地
先
道

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

大
阪
府
吹
田
市
広
芝
町
一
九

一
二

－

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
・
オ
ー
ト

代
表
取
締
役

永
本

洋
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
七
号
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〔
一
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

、

、

、

、

、

津
山
市
二
宮
字
狐
峪
七
九
三

二

七
九
四

一

七
九
五

二

七
九
六

一

七
九
六

二

－
－

－
－

－

七
九
六

六
、
七
九
六

七
、
七
九
六

八
、
七
九
六

九
、
七
九
六

一
〇
、
七
九
六

一
一
、

－
－

－
－

－
－

七
九
六

一
二
、
七
九
六

一
三
、
七
九
六

一
四
、
七
九
六

一
五
、
七
九
六

一
六
、
七
九
六

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

－
－

－
－

－
－

一
七

七
九
六

一
八

七
九
六

一
九

七
九
六

二
〇

七
九
六

二
一

七
九
六

二
二

七
九
六

二
三
、
七
九
六

二
四
、
七
九
六

二
五
、
七
九
六

二
六
、
七
九
六

二
七
、
七
九
六

－
－

－
－

－

二
八
、
七
九
六

二
九
、
七
九
六

三
〇
、
七
九
六

三
一
、
七
九
六

三
二
、
七
九
九
、
八
〇

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

－

〇

一
、
八
〇
〇

三
、
八
〇
一

二
、
八
一
七

一
、
八
一
七

二
、
八
一
七

三
、
八
一
七

四
、
八
一
七

五
、
八
一
八
、
八
一
九
、
八
二
〇

一
、
八
二
〇

二
、
八
二
〇

三
、
八
二
一
、

－
－

－
－

八
二
二

一
、
八
二
二

二
、
八
二
二

三
、
八
二
三
、
八
二
四
、
八
二
五
、
八
二
七

一
、
八
二

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

七

四
、
八
二
七

五
、
八
二
七

六
、
八
二
七

七
、
八
三
七

一
、
八
三
七

二
、
八
三
七

三
、
八
三
八

一
、
八
三
八

二
、
八
三
八

三
、
七
九
六

三
の
一
部
、
八
二
六

三
の
一
部
、

－
－

－
－

－

八
二
一
地
先
か
ら
八
二
〇

二
地
先
道
、
八
〇
三
地
先
か
ら
八
〇
二

二
地
先
道

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
公
園
、
緑
地

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

大
阪
府
吹
田
市
広
芝
町
一
九

一
二

－

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
・
オ
ー
ト

代
表
取
締
役

永
本

洋
子

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
七
号

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



一
九

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

〔
〕

、

。

を
実
施
す
る

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
調
達
件
名
及
び
数
量

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス
（
普
通
自
動
車
，
小
型
自
動
車
)
5
2
台

(
2
)
調
達
物
品
の
特
質
等

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス
業
務
（
普
通
自
動
車
，
小
型
自
動
車
）
5
2
台
入
札
説
明
書
（
以
下
「
入
札

説
明
書
」
と
い
う
）
及
び
車
両
リ
ー
ス
仕
様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。
。

(
3
)
納
入
期
限

平
成
2
7
年
４
月
１
日
（
水
）

2
9
台

平
成
2
7
年
５
月
１
日
（
金
）

１
台

平
成
2
7
年
６
月
１
日
（
月
）

2
2
台

(
4
)
納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
全
て
の
リ
ー
ス
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
，
輸
送
費
及
び
仕
様
書
に
記
載
す
る

作
業
等
に
要
す
る
リ
ー
ス
契
約
期
間
中
の
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
す
る
。
な
お
，
落
札
決

定
に
当
た
っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
８
に
相
当
す
る
額
を

加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

。

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
0
8

分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
6
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
6
年
岡
山
県
告
示
第
2
7
号
（
物

品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。
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以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者

(
3
)
オ
ー
ト
リ
ー
ス
業
務
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
業
務
を
行
っ
て
い
る
業
者
で
あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
2
7
年
２
月
2
3
日
（
月
）
正
午

４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

(
1
)
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
7

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
１
月
1
6
日
（
金
）
か
ら
同
年
２
月
2
3
日
（
月
）
ま
で
（
県
の
休
日
（
岡
山
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い

う
）
を
除
く
）

。
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
直
接
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，

，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
5
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。
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(
3
)
入
札
書
の
提
出
方
法

入
札
書
の
提
出
は
，
持
参
又
は
郵
便
若
し
く
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い

う
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
，
持
参
が
望
ま
し
い
。

。

(
4
)
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
入
札
日
時

平
成
2
7
年
２
月
2
6
日
（
木
）
1
3
時
3
0
分

，
，

（
）

。
た
だ
し

郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
月
2
5
日

水
1
7
時
を
受
領
期
限
と
す
る

イ
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
地
下
１
階
入
札
室

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
(
1
)
の
場
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ
そ
の
他

持
参
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
入
札
開
始
前
及
び
開
札
開
始
後
に
お
い
て
は
，
入
札
書
の
提
出

を
受
け
付
け
な
い
。

５
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
一
般
競
争
入
札
参
加
申
出
書
及
び
入
札
機
器
の

構
成
内
訳
書
，
納
入
確
約
書
等
入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
2
7
年
２
月
2
3
日
(
月
）

1
7
時
ま
で
に
，
４
(
1
)
の
場
所
に
提
出
（
郵
送
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札
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に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
5
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
6
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
7
)
詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

5
2
v
e
h
i
c
l
e
s

(
2
)
D
e
l
i
v
e
r
y
d
a
t
e
:

B
y
1
A
p
r
i
l
(
W
e
d
n
e
s
d
a
y
）
,
2
0
1
5
(
2
9
v
e
h
i
c
l
e
s
)

B
y
1
M
a
y
(
F
r
i
d
a
y
）
,
2
0
1
5
(
1
v
e
h
i
c
l
e
s
)

B
y
1
J
u
n
e
(
M
o
n
d
a
y
）
,
2
0
1
5
(
2
2
v
e
h
i
c
l
e
s
)

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

1
:
3
0
P
.
M
.
2
6
F
e
b
r
u
a
r
y
（
T
h
u
r
s
d
a
y
）
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
O
f
f
i
c
e
,
T
r
e
a
s
u
r
y
B
u
r
e
a
u
,
O
f
f
i
c
e

S
u
p
p
l
i
e
s
D
i
v
i
s
i
o
n
，
２
－
４
－
６
,
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a

－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
7
0
,
J
a
p
a
n

T
E
L
0
8
6
－
2
2
6
－
7
5
3
7
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二
〇

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

〔
〕

、

。

を
実
施
す
る

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
調
達
件
名
及
び
数
量

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス
（
軽
自
動
車
）

2
2
台

(
2
)
調
達
物
品
の
特
質
等

（
）

（
「

」
。
）

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス
業
務
軽
自
動
車
2
2
台
入
札
説
明
書
以
下
入
札
説
明
書
と
い
う

及
び
車
両
リ
ー
ス
仕
様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
納
入
期
限

平
成
2
7
年
４
月
１
日
（
水
）

1
9
台

平
成
2
7
年
６
月
１
日
（
月
）

３
台

(
4
)
納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
全
て
の
リ
ー
ス
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
，
輸
送
費
及
び
仕
様
書
に
記
載
す
る

作
業
等
に
要
す
る
リ
ー
ス
契
約
期
間
中
の
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
す
る
。
な
お
，
落
札
決

定
に
当
た
っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
８
に
相
当
す
る
額
を

加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

。

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
0
8

分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
6
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
6
年
岡
山
県
告
示
第
2
7
号
（
物

品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区
分
が

。
。
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Ａ
で
あ
る
も
の

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者

(
3
)
オ
ー
ト
リ
ー
ス
業
務
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
業
務
を
行
っ
て
い
る
業
者
で
あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
2
7
年
２
月
2
3
日
（
月
）
正
午

４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

(
1
)
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
7

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
１
月
1
6
日
（
金
）
か
ら
同
年
２
月
2
3
日
（
月
）
ま
で
（
県
の
休
日
（
岡
山
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い

う
）
を
除
く
）

。
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
直
接
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，

，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
5
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
提
出
方
法
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入
札
書
の
提
出
は
，
持
参
又
は
郵
便
若
し
く
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い

う
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
，
持
参
が
望
ま
し
い
。

。

(
4
)
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
入
札
日
時

平
成
2
7
年
２
月
2
6
日
（
木
）
1
3
時
4
5
分

，
，

（
）

。
た
だ
し

郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
月
2
5
日

水
1
7
時
を
受
領
期
限
と
す
る

イ
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
地
下
１
階
入
札
室

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
(
1
)
の
場
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ
そ
の
他

持
参
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
入
札
開
始
前
及
び
開
札
開
始
後
に
お
い
て
は
，
入
札
書
の
提
出

を
受
け
付
け
な
い
。

５
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
一
般
競
争
入
札
参
加
申
出
書
及
び
入
札
機
器
の

構
成
内
訳
書
，
納
入
確
約
書
等
入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
2
7
年
２
月
2
3
日
(
月
）

1
7
時
ま
で
に
，
４
(
1
)
の
場
所
に
提
出
（
郵
送
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。
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(
5
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
6
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
7
)
詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

2
2
v
e
h
i
c
l
e
s

(
2
)
D
e
l
i
v
e
r
y
d
a
t
e
:

B
y
1
A
p
r
i
l
(
W
e
d
n
e
s
d
a
y
）
,
2
0
1
5
(
1
9
v
e
h
i
c
l
e
s
)

B
y
1
J
u
n
e
(
M
o
n
d
a
y
）
,
2
0
1
5
(
３
v
e
h
i
c
l
e
s
)

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

1
:
4
5
P
.
M
.
2
6
F
e
b
r
u
a
r
y
（
T
h
u
r
s
d
a
y
）
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
O
f
f
i
c
e
,
T
r
e
a
s
u
r
y
B
u
r
e
a
u
,
O
f
f
i
c
e

S
u
p
p
l
i
e
s
D
i
v
i
s
i
o
n
，
２
－
４
－
６
,
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a

－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
7
0
,
J
a
p
a
n

T
E
L
0
8
6
－
2
2
6
－
7
5
3
7
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町
村
等

届
出
年
月
日

の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
た
支
部

維
新
の
党
衆
議
院
岡
山
県
第
１
選
挙
区
支
部

高

井

崇

志

高

井

明

岡
山
市
北
区
野
田
二

七

一

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
六
・
一
二
・
二
六

－
－

二

一
〇
一

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

荒
島
と
し
な
り
後
援
会

荒

島

俊

造

荒

島

千

代

岡
山
市
南
区
福
田
三
四
五

六

平
成
二
六
・
一
二
・

五

－

河
野
け
い
じ
後
援
会

松

坂

宏

人

樋

口

勲

真
庭
市
久
世
二
四
八
九

一
二

〃

一
二
・
二
二

－

す
ま
す
伸
子
と
早
島
を
元
気
に
す
る
会

真

鍋

和

崇

高

田

紀
美
子

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
一
〇
四
三

二

〃

一
二
・
一
七

－

ひ
ろ
た
に
桂
子
後
援
会

広

谷

桂

子

広

谷

和

伸

津
山
市
沼
二
五

一
〇

〃

一
二
・

五

－

美
作
の
未
来
を
考
え
る
会

花

房

尚

坂

手

宏

行

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
〇
七
二

三

〃

一
二
・
一
〇

－

山
本
み
の
る
後
援
会

髙

坂

光

男

宗

久

憲

和

和
気
郡
和
気
町
父
井
原
三
五
六

〃

一
二
・

四
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
郵
政
政
治
連
盟
支
部

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
岡
山
県
郵
政
政
治
連
盟
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
大
樹
支
部

平
成
二
六
・
一
二
・

五

〃

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
中
央
町
一

二
二

一
一

浅
口
市
寄
島
町
東
安
倉
一
一
五
二

〃

〃

－
－

〃

代

表

者

武

政

信

人

川

﨑

辰

雄

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

三

宅

就

博

藤

澤

正

義

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

青
野
た
か
は
る
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

久
米
郡
美
咲
町
原
田
三
二
一
二

一

久
米
郡
美
咲
町
西
川
九
四
八

平
成
二
六
・
一
二
・

二

－

い
そ
た
に
和
行
後
援
会

会
計
責
任
者

礒

谷

麻
記
子

礒

谷

和

行

〃

一
二
・
一
七

小
田
春
人
後
援
会

代

表

者

山

本

輝

夫

黒

木

保

〃

一
二
・
一
六

草
加
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

会
計
責
任
者

頓

宮

哲

也

太

田

満

〃

一
二
・
二
六

千
田
ひ
ろ
み
ち
後
援
会

代

表

者

三

宅

勲

三

宅

丈

夫

〃

一
二
・

五

萩
原
誠
司
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
朽
木
三
〇
九

一

美
作
市
古
町
一
五
三
九

四

〃

一
二
・
一
一

－
－

〃

会
計
責
任
者

小

山

聡

明

石

務

〃

〃

花
房
ひ
さ
し
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

花
房
ひ
さ
し
後
援
会

花
房
尚
後
援
会

〃

一
二
・
一
〇

〃

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
小
田
中
一
三
〇
〇

一
五

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
〇
七
二

三

〃

〃

－
－

〃

会
計
責
任
者

坂

手

宏

行

谷

口

計

郎

〃

〃

福
木
京
子
後
援
会

代

表

者

山

本

雅

堂

塩

谷

健

俊

〃

一
二
・
二
二

真
野
博
文
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
四
二
四

一

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
一
四
一

〃

一
二
・
二
六

－

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



有

朋

会

会
計
責
任
者

辻

田

光

則

岡

野

好

雄

〃

一
二
・
一
二

友

和

会

〃

礒

谷

麻
記
子

礒

谷

和

行

〃

一
二
・
一
七
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

柴
田
健
二
君
の
飛
躍
を
期
す
る
会

柴

田

健

二

平
成
二
六
・
一
一
・
三
〇

柴
田
健
二
後
援
会

深

田

哲

夫

〃

〃

す
ま
す
伸
子
と
早
島
を
元
気
に
す
る
会

真

鍋

和

崇

平
成
二
三
・

五
・
三
一

誠

和

盟

友

会

勝

浦

大

成

平
成
二
六
・
一
二
・
一
七
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

花

房

尚

岡
山
県
議
会
議
員

花
房
ひ
さ
し
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
名
称

花
房
ひ
さ
し
後
援
会

花
房
尚
後
援
会

〃

〃

〃

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
小
田
中
一
三
〇
〇

一
五

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
〇
七
二

三

－
－

平成２７年１月１６日　岡山県公報　第１１６５２号



岡
山
県
選
管
告
示
第
五
号

◎
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

っ
た
旨
の
届
出
年
月
日

赤

木

正

幸

衆
議
院
議
員

赤
木
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

岡
山
市
北
区
野
田
二

一

四
五

赤

木

正

幸

平
成
二
六
・
一
二
・
二
五

－
－

柴

田

健

二

岡
山
市
議
会
議
員

柴
田
健
二
君
の
飛
躍
を
期
す

岡
山
市
北
区
吉
備
津
二
二
四

一

柴

田

健

二

〃

一
二
・
一
七

－

る
会
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